
部 局 等 厚生労働本省、21都道府県
補助等の根拠 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成

元年法律第 64号）、国民健康保険法（昭和 33年法律第 192号）、児童福祉
法（昭和 22年法律第 164号）等、予算補助

補助事業者等
（事 業 主 体）

府 2、県 16、市 25、区 1、町 5、村 1、広域連合 1、団体等 3、計
54補助事業者等
（府 1、県 8、市 25、区 1、町 5、村 1、広域連合 1、団体等 3、計
45事業主体）

間接補助事業者
等（事業主体）

市 9、一部事務組合 1、独立行政法人 2、団体等 15、計 27間接補助
事業者等

国庫補助金等 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（医療分）、介護保険の
財政調整交付金、生活扶助費等負担金等

上記の国庫補助
金等交付額の合
計

162,512,685,383円

不当と認める国
庫補助金等交付
額の合計

1,590,796,610円

1 補助金等の概要
厚生労働省所管の補助事業等は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同
省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付し
ている。
2 検査の結果
本院は、合規性等の観点から、補助金等の交付額の算定が適切に行われているかなどに着
眼して、42都道府県、526市区町村、 9一部事務組合、22広域連合、 1独立行政法人、16

国立大学法人及び 162団体等において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を
行った。このほか、一部の地方公共団体等について、資料の提出を求めてその内容を確認す
るなどして検査した。
その結果、 9府県、41市区町村、 1一部事務組合、 1広域連合、 2独立行政法人、18団

体等、計 72事業主体が新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（医療分）、介護保険
の財政調整交付金、生活扶助費等負担金等を受けて実施した事業において、補助金等が過大
に交付されているなどしていて、これらに係る国庫補助金 1,590,796,610円が不当と認めら
れる。
これを補助金等別に掲げると次のとおりである。

（ 1） インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金（インフルエンザ流行
期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業及びインフルエンザ流行期に備えた
発熱患者の外来診療・検査体制確保事業実施医療機関支援事業）が過大に交付されてい
たもの 2件 不当と認める国庫補助金 208,581,000円

ア 確保補助金
インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金（インフルエンザ流行期に備えた

発熱患者の外来診療・検査体制確保事業）（以下「確保補助金」という。）は、インフルエンザ流行期に
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備えて、インフルエンザ流行の規模が予測できない中で、多数の発熱患者等が地域の医療機関にお

いて適切に診療・検査を受けられる体制を確保することにより、感染症対策の強化を図ることを目

的として、都道府県の指定を受けた診療・検査医療機関が、発熱患者等専用の診察室（時間的・空間

的分離を行い、プレハブ、簡易テント、駐車場等で診療する場合を含む。）を設けるなどして発熱患

者等を受け入れる体制を確保した場合に、その外来診療・検査体制確保に要する経費を国が補助す

るものである。

確保補助金は、発熱患者等専用の診察室を設けたにもかかわらず、診察室で受け入れる発熱患者

等の想定受診患者数より、実際に診察室で診療を行った発熱患者等の受診患者数（以下「実際の発熱

患者数」という。）が少なかった場合に、外来診療・検査体制確保に要した経費の不足分を補塡する性

格のものである。「令和 2年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金（イ

ンフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業）の交付について」（令和 2年厚

生労働省発健 0915第 8号）等によれば、確保補助金の交付額は、次の算定式により算出した額（以下「事

業費」という。）を基にするなどして算定することとされている。

事業費 実際の発熱患者数 補助単価(13,447　円)想定受診患者数＝ － ×

上記算定式のうち、補助単価は、発熱患者等 1人当たりに想定される診療報酬点数を踏まえたも

のである。また、想定受診患者数及び実際の発熱患者数は、いずれも、診療・検査医療機関が事業

実施期間中に診察室を開設している各日の患者数を合計した延べ人数を指しており、交付額の算定

に当たっては、次の①及び②によるなどして計上することとなっている（図 1参照）。

① 想定受診患者数は、診察室 1室につき、 1日当たり 20人を上限として、20人を 7時間で除し

た数値に、診療・検査医療機関が発熱患者等専用の診察室を設けて発熱患者等を受け入れる体制

を確保した時間数を乗じた人数とする。ただし、実際の発熱患者数が想定受診患者数以上となっ

た日がある場合は、交付額の算出上、当該日の想定受診患者数及び実際の発熱患者数を除外す

る。

② 発熱患者等を受け入れる体制を確保した時間帯に、発熱患者等専用の診察室とは別の診察室

で、同一の医師が他の疾患等の患者の診療を行った場合は、発熱患者等を受け入れる体制が縮小

していると考えられることから、実際の発熱患者数に、他の疾患等の受診患者数に 2分の 1を乗

じた人数を含める。

図 1 確保補助金の算定対象の概念図

想定受診患者数
(1　日当たり　20　人を上限)

確保補助金の算定対象となる人数実際の発熱患者数 他の疾患等の
受診患者数×　1　/　2
他の疾患等の
受診患者数×　1　/　2
他の疾患等の
受診患者数×　1　/　2

（注） 実際の発熱患者数が想定受診患者数を上回る日は、確保補助金の交付対象となる人数が 0人となるた

め、確保補助金の交付額の算出上、当該日の想定受診患者数及び実際の発熱患者数を除外することとなっ

ている。
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そして、厚生労働省は、同一の診療・検査医療機関が複数の発熱患者等専用の診察室を設ける場

合、空間的な分離を行った診察室が複数確保できており、かつ、複数の発熱患者等を同時に診療で

きる人員体制（医師、看護師等を含めて、一人の発熱患者等の診療に必要な職員体制が複数あるこ

と）が確保できていることが必要であるとしており、具体例として、「三つの診察室の場合は、 3人

の医師が診療できる体制」であることを挙げている。

イ 支援補助金

インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金（インフルエンザ流行期に備えた

発熱患者の外来診療・検査体制確保事業実施医療機関支援事業）（以下「支援補助金」という。）は、既

に確保補助金の交付決定を受けた診療・検査医療機関において、実際の発熱患者数が交付申請時の

想定よりも下回るなどしたことにより、確保補助金の交付決定額だけでは体制確保に要する費用が

不足した場合に限り、不足分を支援するために、確保補助金の実績報告書の事業費が確保補助金の

交付決定額を上回る場合の経費を国が補助するものである。

「令和 3年度（令和 2年度からの繰越分）インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援

補助金（インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業実施医療機関支援事

業）の交付について」（令和 3年厚生労働省発健 0408第 3号）によれば、支援補助金の交付額は、確保補助

金の実績報告書の事業費から確保補助金の交付決定額を差し引いた額を基にするなどして算定する

こととされている（図 2参照）。

図 2 支援補助金の交付額の概念図

支援補助金
の交付額

○確保補助金の事業費が交付決定額を上回る場合

確保補助金の交付決定額

確保補助金の交付額

○確保補助金の事業費が交付決定額を下回る場合

確保補助金の交付決定額

確保補助金の実績報告書の事業費 確保補助金の実績報告書
の事業費

確保補助金の交付額

補塡すべき事
業費相当額が
存在しないた
め、支援補助
金の交付額は
　0　円となる。

ウ 確保補助金及び支援補助金の交付手続

確保補助金の交付手続については、交付を受けようとする事業主体は、厚生労働本省（以下「本省」

という。）に交付申請書を提出し、提出を受けた本省は、その内容を添付書類により審査した上で、

交付決定を行うこととなっている。事業主体は、事業完了後に本省に実績報告書を提出し、提出を

受けた本省は、その内容を審査した上で、交付額の確定を行い、確保補助金を交付することとなっ

ている。

そして、確保補助金の実績報告書の事業費が確保補助金の交付決定額を上回った場合において、

事業主体が支援補助金の交付を受けようとする場合、事業主体は、本省に精算交付申請書を提出
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し、提出を受けた本省は、その内容を審査した上で、交付額の確定を行い、支援補助金を交付する

こととなっている。

本院が、本省及び 2事業主体において会計実地検査を行ったところ、 2事業主体において、複数の

発熱患者等を同時に診療できる人員体制が確保できていなかったなどのため、想定受診患者数を誤っ

ていた事態、及び実際の発熱患者数に、他の疾患等の受診患者数に 2分の 1を乗じた人数を含めてい

なかったなどのため、実際の発熱患者数を誤っていた事態が見受けられた。

このため、 2事業主体において確保補助金計 191,269,000円が過大に交付されていた。また、この結

果、支援補助金の交付を受けている 2事業主体において、適正な確保補助金の事業費が確保補助金の

交付決定額を上回らなくなることから、支援補助金計 17,312,000円は交付の必要がなかった。

したがって、確保補助金 191,269,000円と支援補助金 17,312,000円の計 208,581,000円が不当と認め

られる。

このような事態が生じていたのは、 2事業主体において制度の理解が十分でなかったこと、本省に

おいて実績報告書等の審査が十分でなかったことなどによると認められる。

前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

〈事例〉

医療法人ひまわり会神奈川ひまわりクリニック（以下「ひまわりクリニック」という。）は、令和 2年度に、確

保補助金について、開設する診察室数を 7室、開設予定日数延べ 790日に係る想定受診患者数を 14,160人、実

際の発熱患者数の想定を 561人とそれぞれ見込み、交付申請額を 183,874,000円とする交付申請書を本省に提

出しており、本省は、 3年度に、同額を交付決定額としていた。その後、ひまわりクリニックは、診察室 7室

を開設し、これら診察室の開設日数延べ 840日（ 1室当たり各 120日）に係る想定受診患者数は 15,360人、実際

の発熱患者数は 578人であったとして、事業費を 199,142,386円とする実績報告書を本省に提出しており、本

省は、交付決定額が 183,874,000円であったことから、これと同額の 183,874,000円を確保補助金の交付額とし

ていた。

また、ひまわりクリニックは、確保補助金に係る実績報告書の事業費 199,142,386円が確保補助金の交付決

定額 183,874,000円を上回ったことから、 3年度に、その差額に基づき支援補助金の申請額を 15,268,000円と

する精算交付申請書を本省に提出しており、本省は、これと同額の 15,268,000円を支援補助金の交付額として

いた。

しかし、ひまわりクリニックにおける事業実施期間中の医師の勤務状況及び発熱外来の診療・検査体制を確

認したところ、①神奈川県から診療・検査医療機関としての指定を受けた日以降、発熱患者等の診療を行って

いたのは 108日であり、これらの日に診察に当たっていた医師は 1名のみとなっていたことから、実績報告書

において、診察室として 7室を開設したとされている延べ 840日のうちの延べ 732日については、複数の発熱

患者等を同時に診療できる人員体制が確保できていないなどしており、想定受診患者数が過大となっていた。

また、ひまわりクリニックにおける発熱患者等を含む外来患者に係る記録等を確認したところ、②発熱患者等

を受け入れる体制を確保した時間帯に、発熱患者等専用の診察室とは別の診察室で、上記 1名の医師と同一の

医師が他の疾患等の患者の診療を行っていたことがあったのに、実際の発熱患者数に、他の疾患等の受診患者

数に 2分の 1を乗じた人数を含めていなかった。
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したがって、上記の①及び②を踏まえると、実際の開設日数延べ 108日に係る想定受診患者数は 1,980人、

実際の発熱患者数は 6,849.5人となり、診察室を開設した延べ 108日全てにおいて、実際の発熱患者数が想定

受診患者数を上回ることから、確保補助金の交付額 183,874,000円は交付の必要がなかった。また、この結

果、支援補助金の交付額 15,268,000円は交付の必要がなかった。

以上を事業主体別に示すと、次のとおりである。
部 局 等 補助事業者等

（事 業 主 体）
年 度 国庫補助金交付額 不当と認める国庫

補助金交付額
摘 要

千円 千円
（86） 厚生労働

本省
医療法人ひまわ
り会神奈川ひま
わりクリニック

3 199,142 199,142 想定受診患者数及び
実際の発熱患者数を
誤っていたもの

（87） 同 医療法人社団苑
田会苑田第一病
院

2、 4 101,282 9,439 同

（86）（87）の計 300,424 208,581
（注） 国庫補助金交付額欄及び不当と認める国庫補助金交付額欄は、確保補助金と支援補助金の合計額を、そ

れぞれ記載している。

（ 2） 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（医療分）（新型コロナウイルス感染症対
策事業及び新型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事業に係る分）が過大に交
付されていたもの 4件 不当と認める国庫補助金 352,292,000円

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（医療分）（新型コロナウイルス感染症対策事業及び新

型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事業に係る分）は、「令和 2年度新型コロナウイルス感

染症緊急包括支援交付金の交付について」（令和 2年厚生労働省発医政 0430第 1号・厚生労働省発健 0430第 5

号。以下「交付要綱」という。）等に基づき、新型コロナウイルス感染症患者（以下「コロナ患者」という。）

等の入院病床の確保等について支援を行うことにより、公衆衛生の向上を図ることなどを目的とし

て、国が都道府県に対して交付するものである。

このうち、新型コロナウイルス感染症対策事業は、コロナ患者等の病床確保、宿泊療養及び自宅療

養の対応等を行うものとされている。また、新型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事業（以

下「重点医療機関体制整備事業」という。）は、新型コロナウイルス感染症重点医療機関
（注 1）
（以下「重点医療

機関」という。）に対して、コロナ患者専用の病床が空床となった場合や、専用病棟化のために休床とし

た病床がある場合に、空床確保に要する費用を支援するものであり、都道府県及び重点医療機関が実

施することとされている（以下、新型コロナウイルス感染症対策事業のうちコロナ患者等の病床確保と

重点医療機関体制整備事業を合わせて「病床確保事業」という。）。

病床確保事業の対象となる病床は、補助対象期間において、即応病床
（注 2）

として確保された病床（以下

「確保病床」という。）のうち空床となっている病床、及び休止病床
（注 3）

となっている（図参照）。

（注 1） 新型コロナウイルス感染症重点医療機関 コロナ患者専用の病院や病棟を設定する医療機関として

都道府県が指定する医療機関

（注 2） 即応病床 コロナ患者等を受け入れる医療機関において、コロナ患者の発生、又はこれを受けた都

道府県からの受入要請があれば、即時にコロナ患者の受入れを行うことについて都道府県との間

で調整している病床

（注 3） 休止病床 コロナ患者等を受け入れる医療機関において、看護職員等をコロナ患者等が収容される

病棟に配置換えするために当該看護職員等が従来配置されていた病棟を閉鎖することや、感染予

防の見地から多床室に収容するコロナ患者等を 1名のみとして多床室の残りの病床を空床とする

ことなどのために、休床とする既存の病床
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